
他墓所への改葬手続きの流れ（墓所を返還する場合も含む） 

 
１ 持ち出す遺骨について埋蔵証明申請【公園課へ提出】※郵送での提出にご協力をお願いいたします。 

必要書類……① 市営霊園埋蔵等証明申請書（別紙 A） 
② 墓所使用許可証の写し ※ 
③ 埋蔵等証明書交付手数料 300 円（郵送の場合は郵便小為替 300 円を同封） 
※紛失等により墓所使用許可証が手元にない方は、下記の書類も御提出ください。 

④ 墓所使用許可証再交付申請書（別紙 B） 
⑤ 墓所使用者の住民票（本籍地記載のもの。マイナンバー記載がないもの） 
⑥ 再交付手数料 300 円（郵送の場合は郵便小為替 300 円を同封） 

提出先 ……相模原市役所 公園課 （市役所本庁舎本館５階） 
郵送の場合は、〒252-5277 相模原市役所公園課あて （住所記載不要） 
※窓口持参の方は、電話予約のうえ市役所本庁舎本館５階にお越しください。 

→申請書提出後、公園課より「埋蔵等証明書」を交付します。 
 
 
２ 改葬許可申請【相模原市の各区民課・各まちづくりセンター・各出張所へ提出】 

必要書類……① 上記１で公園課より発行された「埋蔵等証明書」 
② 改葬許可申請書（別紙Ｃ） 
③ 改葬先の受入証明書や墓所使用許可証など 

        ※申請者と改葬先の墓所使用者が違う場合、墓所使用者の承諾が必要です。 
        ※その他、必要書類等については、区民課等にご確認ください。 
→各区民課等より「改葬許可証」が発行されます。 
 
３ 遺骨の持出し手続き【峰山霊園管理事務所へ提出】 
   必要書類……埋蔵等届、墓所使用許可証（提示）、２で発行された「改葬許可証」（提示） 
 
４ 受け入れ先へ埋蔵手続き【受け入れ先の霊園・寺院等へ】 

必要書類……２で発行された「改葬許可証」など ※詳しくは受け入れ先にご確認ください。 
 
５ 墳墓等の撤去【峰山霊園管理事務所へ提出】 

※墓所返還を伴う場合（墳墓等の撤去等に係る費用は使用者負担となります。） 
必要書類……施工前：墳墓等設置工事承認申請書、施工後：墳墓等設置工事完了届 

 
６ 一般墓所の返還手続き【公園課へ提出】※墓所返還を伴う場合 ※郵送可 

必要書類……返還届（別紙Ｄ） 
）、墓所使用許可証（原本） 

※上記の手続きをすべて完了し、3 月末日（必着）までに返還届をご提出いただいた場合は、翌年度

以降一般墓所の管理料は発生しません。4/1 時点で完了していない場合は 1 年分の管理料が発生し

郵便局の窓口で

購入できます 



ます。 
 

＜問い合わせ先は、裏面をご覧ください＞ 
 

＜問い合わせ先＞ 
 
■「１ 埋蔵証明申請」「６ 返還手続き」について 
 

公園課 
所 在 地：相模原市中央区中央 2-11-15 市役所本館 5 階 
電  話：042-769-8243 
開庁時間：8:30～17:15（土日祝日及び 12:00～13:00 を除く） 

 
 
■「３ 遺骨の持出し手続き」「５ 墳墓等の撤去」について 

 
峰山霊園管理事務所 
所 在 地：相模原市南区磯部 4573-2 
電  話：042-777-0487 
開所時間：8:30～17:00（年中無休） 

 
 
■「２ 改葬許可申請」について 
 

緑区役所区民課（戸籍班） 

所 在 地：相模原市緑区西橋本 5-3-21 緑区合同庁舎 2 階 
電  話：042-775-8804 

中央区役所区民課（戸籍班） 

所 在 地：相模原市中央区中央 2-11-15 市役所本館 1 階 
電  話：042-769-8337 

南区役所区民課（戸籍班） 

所 在 地：相模原市南区相模大野 5-31-1 南区合同庁舎 1 階 
電  話：042-749-2132 



　相模原市長　あて

申請者〒

住　所

フリガナ

氏　名

電　話

　次の事項について証明願います。

課　長 担　当

備考欄

　(宛名番号　　　　　　　　)(世帯番号　　　　　　　)

市 営 霊 園 埋 蔵 等 証 明 申 請 書

年　　　　月　　　　日　

霊　園　名

使　用　目　的 　改葬のため

　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　 ・　続柄
　□ 申請者と同じ　□ その他(　　　　　　・　　　)

　区画番号　

施　行　　　・　　・　　　印

　□　墓所使用許可証の写し　

上記届出について承認してよろしいか。 起　案　　　・　　・

住基確認　　　　　／　　　印

埋葬(埋蔵)年月日埋葬(埋蔵)者氏名

領収書確認　　　　／　　　印

　□来庁　　□郵送　　 システム確認　　　／　　　印

公印承認　　　　　／　　　印

合　議 決　裁　　　・　　・

墓所使用者氏名

　□ 相模原市営峰山霊園
　□ 相模原市営柴胡が原霊園

　□ 芝生墓所　　□ 墓石付芝生墓所
　□ 普通墓所　　□ 合葬式墓所

　第　　　　区　　　　列　　　　番

添付書類

墓所の種別

別紙Ａ



第１４号様式（第２８条関係）

　相模原市長　あて

申請者〒

住　所

フリガナ

氏　名

電　話

　次のとおり申請します。

課　長 担　当

備考欄

　(宛名番号　　　　　　　　)(世帯番号　　　　　　　) 住基確認　　　　　／　　　印

領収書確認　　　　／　　　印

システム確認　　　／　　　印

施　行　　　・　　・　　　印

　□来庁　　□郵送　　□住民票等原本返却

公印承認　　　　　／　　　印

　□　住民票
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

上記届出について承認してよろしいか。 起　案　　　・　　・

申　請　理　由
　□　紛失したため　　　□　破損したため
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

添　付　書　類

合　議 決　裁　　　・　　・

　区　　画　　番　　号　

墓所使用許可証再交付申請書

年　　　　月　　　　日　

霊　　　園　　　名
　□ 相模原市営峰山霊園
　□ 相模原市営柴胡が原霊園

墓　所　の　種　別
　□ 芝生墓所　　□ 墓石付芝生墓所
　□ 普通墓所　　□ 合葬式墓所

第　　　　区　　　　列　　　　番

別紙Ｂ



印刷 ⼤きな⽂字で印刷ページ番号1011512

現在の位置︓ トップページ >申請書ダウンロード >⼾籍・住⺠票・印鑑証明 >改葬許可申請 

改葬許可申請

墓地や納⾻堂に埋葬（納⾻）されている遺⾻・遺体（遺⾻等）を他の墓地（納⾻堂）に移すときは、「改葬許可証」が必要です。許可
証が無いと遺⾻を移せません。遺⾻等に許可証を添えて新しい墓地へ埋葬（納⾻）してください。
なお、⼟葬されていた場合、改めて⽕葬することも考えられます。この場合は、⽕葬炉使⽤承認申請が必要となります。

申請窓⼝

現在、遺⾻が埋葬等されている市区町村

相模原市の場合、各区⺠課、各まちづくりセンター、各出張所

遠隔地の場合は郵送での申請も可能

申請に必要なもの

改葬許可申請書

埋葬（納⾻）の事実を証明する墓地（納⾻堂）の管理者の証明書（改葬許可申請書の中に印刷されています） 
改葬する対象が複数いる場合は、改葬許可申請書（継続⽤紙）もご使⽤ください。

申請者と墓地使⽤者が違う場合、墓地使⽤者等の承諾が必要となります。

改葬先の受⼊証明書など

郵送での申請の場合は、返信⽤封筒（あらかじめ切⼿を貼って、住所を記載してください。）を同封してください。また、昼間に
連絡のできる電話番号を明記してください。

改葬許可申請書 （PDF 9.9KB）

改葬許可申請書（継続⽤紙） （PDF 8.6KB）

改葬許可申請書記載例 （PDF 45.2KB）

このページに関するお問い合わせ

緑区役所区⺠課（⼾籍班）
住所︓〒252-5177 緑区⻄橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話︓042-775-8804 ファクス︓042-770-7008

緑区役所区⺠課（⼾籍班）へのメールでのお問い合わせ専⽤フォーム

中央区役所区⺠課（⼾籍班）
住所︓〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話︓042-769-8337 ファクス︓042-769-7037

中央区役所区⺠課（⼾籍班）へのメールでのお問い合わせ専⽤フォーム

南区役所区⺠課（⼾籍班）
住所︓〒252-0377 南区相模⼤野5-31-1 南区合同庁舎1階
電話︓042-749-2132 ファクス︓042-749-2255

南区役所区⺠課（⼾籍班）へのメールでのお問い合わせ専⽤フォーム

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.
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第１０号様式（第２４条関係）

　相模原市長　あて

届出者(使用者)〒

住　所

フリガナ

氏　名

電　話

次のとおり届け出ます。

課　長 担　当

備考欄 □区分「返還」　　□終了年月日

□空き墓所　　　 □埋蔵者なし　

□設置物なし 　　□未納額なし

起　案　　　・　　　　・

決　裁　　　・　　　　・

システム確認　　　　／　　　印

年　　　　月　　　　日　

　□ 相模原市営峰山霊園
　□ 相模原市営柴胡が原霊園

上記のとおり届出がありました。 調　査　　　・　　　　・

　□　墓所使用許可証(原本)

合　議

墓　所　返　還　届

霊　園　名

墓　所　種　別

区　画　番　号

返　還　理　由

添　付　書　類

　第　　　　区　　　　列　　　　番

　□ 芝生墓所　　□ 墓石付芝生墓所
　□ 普通墓所　　□ 合葬式墓所

別紙Ｄ



　相模原市長　あて

申請者〒

住　所 　相模原市中央区中央２－１１－１５

フリガナ 　サガミ　タロウ

氏　名 　相模　太郎

電　話 　０４２－○○○－○○○○

　次の事項について証明願います。

課　長 担当課長 担　当

備考欄

　(使用者番号　　　　　　　　)(世帯番号　　　　　　　)

起　案　　　・　　・

　□　墓所使用許可証の写し　

　区画番号　 　第　１　区　１　列　１　番

墓所使用者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　 ・　続柄
　□ 申請者と同じ　□ その他(　　　　　　・　　　)

埋葬(埋蔵)者氏名 埋葬(埋蔵)年月日

住基確認　　　　　／　　　印

使　用　目　的 　改葬のため

相模　花子 昭和○○年○○月○○日

相模　一郎 平成○○年○○月○○日

領収書確認　　　　／　　　印

添付書類

上記届出について承認してよろしいか。

施　行　　　・　　・　　　印

公印承認　　　　　／　　　印

　□来庁　　□郵送　　□住民票等原本返却 システム確認　　　／　　　印

合　議 決　裁　　　・　　・

市 営 霊 園 埋 蔵 等 証 明 申 請 書

令和××年××月××日　

霊　園　名
　□ 相模原市営峰山霊園
　□ 相模原市営柴胡が原霊園

墓所の種別
　□ 芝生墓所　　□ 墓石付芝生墓所
　□ 普通墓所　　□ 合葬式墓所

記載例

記 載 不 要



第１４号様式（第２８条関係）

　相模原市長　あて

申請者〒

住　所 相模原市中央区中央２－１１－１５

フリガナ サガミ　タロウ

氏　名 相模　太郎

電　話 ０４２－○○○－○○○○

　次のとおり申請します。

課　長 担当課長 担　当

備考欄

　(宛名番号　　　　　　　　)(世帯番号　　　　　　　)

　□来庁　　□郵送　　□住民票等原本返却

住基確認　　　　　／　　　印

領収書確認　　　　／　　　印

システム確認　　　／　　　印

墓所使用許可証再交付申請書

令和××年××月××日　

　□ 相模原市営峰山霊園
　□ 相模原市営柴胡が原霊園

　□ 芝生墓所　　□ 墓石付芝生墓所
　□ 普通墓所　　□ 合葬式墓所

　区　　画　　番　　号　 第　１　区　１　列　１　番

霊　　　園　　　名

墓　所　の　種　別

申　請　理　由
　□　紛失したため　　　□　破損したため
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

添　付　書　類
　□　住民票
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

上記届出について承認してよろしいか。 起　案　　　・　　・

合　議 決　裁　　　・　　・

施　行　　　・　　・　　　印

公印承認　　　　　／　　　印

記載例

記 載 不 要



記載不要



第１０号様式（第２４条関係）

　相模原市長　あて

届出者(使用者)〒

住　所 相模原市中央区中央２－１１－１５

フリガナ サガミ　タロウ

氏　名 相模　太郎

電　話 ０４２－○○○－○○○○

次のとおり届け出ます。

課　長 担当課長 担　当

備考欄 □来庁　　□郵送 □区分「返還」　　□終了年月日

□空き墓所　　　 □埋蔵者なし　

□設置物なし 　　□未納額なし

上記のとおり届出がありました。 調　査　　　・　　　　・

合　議

　第　１　区　１　列　１　番

　他墓所へ改葬したため返　還　理　由

起　案　　　・　　　　・

区　画　番　号

　□ 相模原市営峰山霊園
　□ 相模原市営柴胡が原霊園

　□ 芝生墓所　　□ 墓石付芝生墓所
　□ 普通墓所　　□ 合葬式墓所

　□　墓所使用許可証(原本)添　付　書　類

墓　所　返　還　届

令和××年××月××日　

霊　園　名

墓　所　種　別

決　裁　　　・　　　　・

システム確認　　　　／　　　印

記載例

記 載 不 要


